
※季刊誌・サービス内容ともに在職中の元気づくりサポートコースとは異なります。（「やすらぎの宿」割引利用サービスはございません）

この制度は下記会社と締結した健康増進情報の有料提供サービス契約の取扱いに関する協定書及び健康づくりサポート加入者規約に基づいて運営します。
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サービス運営費

200円

サービス運営費

200円
月額

健康なんてあまり興味がないなあ・・・そんな、あなた自身の健康実現を応援するサービスです。

※健康づくりサポートのみの加入はできません。必ず友の会ライフ保険（75歳型）、入院費用給付金、元気回復サポート保険とセットでご加入ください。

疾病予防の考え方に基づいた７つのメニューをご利用いただけます。

本人

サービス提供会社：明治安田生命保険相互会社
事務委託会社：明治安田ライフプランセンター株式会社

健康づくりサポート事務局：0120－567－074（平日9：00～17：00）サービス内容等に関するお問い合わせ先

健康づくりサポートは健康・医療・メンタルヘルスなどのさまざまなサービスメニューを提供することで、ご加入
者とそのご家族の健康づくりをサポートするサービスです。充実したメニューをいつでもどこでもご家族でご利用
いただけます。
病気やけがをした場合を保障する「保険制度」と心と体の健康づくりを応援する「健康づくりサポート」の両輪で
サポートしてまいります。

疾病予防
の考え方

一次予防「健康増進」
生活習慣等の見直し・改善により
病気そのものの発生を予防

二次予防「早期発見」
早期発見・早期治療により、
病気が進行しないうちに治療

三次予防「再発防止」
必要な治療・リハビリ等により、
機能の維持・回復を図る
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季刊誌 『健康情報』季刊誌 『健康情報』

健康的な食事・運動、リラ
クゼーションや最新の医学
情報まで幅広い情報を満
載。性別・年代を問わず楽
しめる内容の情報誌。（日
経ヘルス編集）

【自宅もしくは職場へ】

最新の健康情報から、病
気・薬・病院の検索まで、
健康に関するあらゆる情報
を提供。健康関連書籍を中
心に100冊以上が無料で
読み放題の電子図書館や病
院検索、くすり検索などさ
まざまなコンテンツで健康
をサポート。

日常生活における様々な不安や悩みについて、お気
軽に相談いただくことができる専門の窓口をご用意。
健康全般、病気や育児、メンタルヘルスに介護・・・。
ご相談には専門スタッフ（看護師、保健師、管理栄
養 士、薬 剤 師、医 師、臨 床 心 理 士、ケ ア マ ネ ー
ジャー等）が責任を持って対応。
※メンタルヘルス面接相談はひとり年間5回まで無料。

表紙のサンプル

イメージ画像

お届け（年４回）

ヘルシーファミリー倶楽部ヘルシーファミリー倶楽部
ご利用はWebで

病院に受診することなく、名医（＊）による電話相談が可能。セカンドオピニオンの必
要性、治療法や診断についての疑問にお応え。
●臨床経験を積んだ看護師がご相談に応じる医師を検索し、相談日時を設定
●看護師が三者通話で電話相談に立会いしっかりとサポート

イメージ画像

WELBOX（ウェルボックス）WELBOX（ウェルボックス）
ご利用はWebで

テレセカンド®テレセカンド®

お電話で

名医が在籍する医療機関の情報（「医療機関名」及び「診療科」）をスピーディにお
伝えするサービス。急いで名医の在籍する医療機関の情報を知りたいというニーズ
にお応え。
●お電話ですぐに情報をお伝えすることが可能
●確定診断でなくとも「疑い」状態でもご利用が可能

国内約27,000以上の宿泊施設や育児、介護、健康、
自己開発、グルメ、スポーツ、エンタメなど暮らしの
さまざまなシーンで利用できる多彩なメニューが会員
価格でご利用可能。

ＣＬＵＢ ＦＵＪＩＴＡＣＬＵＢ ＦＵＪＩＴＡ
お電話で

藤田観光が運営するウィスタリアンライフクラブ（全国7施設）を優待料金で利用可能。
・神奈川県箱根2、静岡県熱海・宇佐美、三重県鳥羽、長野県野尻湖・車山高原

＊名医とは専門医同士の相互評価に基づいて選ばれた優秀な専門医を指します。
　また、対象となる疾患は全てのがん、心臓疾患、脳（神経）疾患、膠原病などです。
テレセカンド、ホスピサーチは米国及びその他の国におけるBest Doctors,Incの商標です。

ホスピサーチ®ホスピサーチ®

お電話で

相談ダイヤル相談ダイヤル
お電話で
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サービスメニュー

一次予防に対応したサービスメニュー 二次・三次予防に対応したサービスメニュー

サービス概要

F 健康づくりサポート
各制度のお取扱いについて 必ずお読みください。

●死亡脱退・高度障害保険金の支払いによる脱退・特定疾病保険金の支払いによる脱退
支払事由が発生した次の月以降の保険料（未経過保険料）は返金となります。本人の支払いによる脱退の場合、配偶者も同時脱
退となります。

●任意脱退
脱退を希望される方は、脱退手続きに必要な書類をお送りしますので、友の会までご連絡ください。「脱退申出書」
の提出期限は毎月末日となっておりますので、ご留意ください。なお、毎月末日に「脱退申出書」が提出された場合
の保険の保障期間は翌月末までとなります。
脱退申出書は、事前に一般財団法人 公立学校共済組合友の会に脱退をお申し出いただいた方に、郵送にてご自宅に送付いたします。
※「疾病入院特約（2001）」のみの脱退はできません。脱退をする場合、「友の会ライフ保険（75歳型）」も同時脱退となります。
※「女性疾病給付金」のみの脱退はできません。脱退をする場合は「入院費用給付金」も同時脱退となります。
※「健康づくりサポート」は、「友の会ライフ保険（75歳型）」・「入院費用給付金」・「元気回復サポート保険」のいずれも脱退（または未加入）の場合、同時脱退となります。
※本人が脱退される場合、配偶者も同時脱退となります。
※本人の保険期間満了と同時に配偶者の保障も終了となります。

●他の共済組合の組合員となった場合
常勤の公務員として再就職され他の共済組合の組合員となり、公立学校共済組合の年金受給者でなくなった場合、保障は終了します。

脱 退 の 取 扱 い

この制度を保険期間中に脱退（解約）された場合、ご加入年齢、加入期間などによっては解約返戻金をお支払いする場合があります。
※入院費用給付金・女性疾病給付金・健康づくりサポートは解約返戻金の対象になりません。

解 約 返 戻 金

税務の取扱いについては税制改正により、変更となる場合があります。

●保　　険　　料

●死 亡 保 険 金

●高度障害保険金
●解 約 返 戻 金

●特定疾病保険金
●７大疾病保険金
●がん・上皮内新生物保険金
●入 院 給 付 金
●入院費用給付金
●女性疾病給付金

：「友の会ライフ保険（７５歳型）」「疾病入院特約（２００１）」「元気回復サポート保険」
・保険料の全額または一部は、控除限度額以内で所定の生命保険料控除の対象となります。
「入院費用給付金」「女性疾病給付金」
・保険料は、控除限度額以内で介護医療保険料控除の対象となります。ただし、傷害入院支援保険金・傷害入院初期費用保険金

に対する部分の保険料を除きます。
：本人の死亡保険金は法定相続人数×500万円まで非課税です。

※ただし受取人が法定相続人に該当する場合です。
本人が受取る配偶者の死亡保険金は、一時所得として課税されます。

※所得税に加え復興特別所得税が課税されます。
※また配偶者の保険金の受取人を本人以外に指定した場合贈与税が課税されることがありますのでご注意ください。

：非課税です。
：解約返戻金は一時所得の対象となり、50万円の特別控除が適用されます。
　一時所得の課税対象額＝（解約時受取金－払込保険料－50万円）×１／ 2

※所得税に加え復興特別所得税が課税されます。
：非課税です。
：非課税です。
：非課税です。
：非課税です。

（入院支援保険金・入院初期費用保険金）：非課税です。
（入院保険金・手術保険金）：非課税です。

税法上の取扱い

保険料の払込み
退職共済年金または老齢厚生年金（特別支給の老齢厚生年金を含みます。）より、2ヵ月分の保険料を2ヵ月ごと
（10月、12月、2月、4月、6月、8月）に年6回差し引かせていただきます。
ただし、年金が支給される年度までは、「移行（加入）手続書」の提出時に指定された登録口座から、年に１回
（10月22日＜金融機関休業日の場合は翌営業日になります＞）保険料振替を行います。年金の支給が開始
された年度の翌年度からは、基本的に老齢厚生年金からの控除になります。
なお、保険料を年金から差し引くことができなかった場合には、一般財団法人公立学校共済組合友の会から保険料払込についての
ご案内をお送りしますので、最寄の金融機関よりお振込ください。初回は10月定期支給からの控除となります。
※障害共済年金および障害厚生年金、遺族共済年金および遺族厚生年金からは控除できません。

新規の加入はできません。脱退を希望する場合は、友の会フリーダイヤル（0120－122－169）までご連絡ください。

申 込 方 法

（友の会ライフ保険（75歳型）、疾病入院特約（2001）、元気回復サポート保険、入院費用給付金、女性疾病給付金、健康づくりサポート）

保 険 期 間 友の会ライフ保険（75歳型）、疾病入院特約（2001）、元気回復サポート保険、健康づくりサポー
トと入院費用給付金、女性疾病給付金の満期日は生年月日によって異なる場合があります。

ご注意

75歳まで
※友の会ライフ保険（75歳型）、元気回復サポート保険の保険期間は、加入日からご加入者（被保険者）が保険年齢75歳になられた直後の契約応当

日の前日までです。
※更新後の保険料は、更新時の年齢および保険料率により計算します。
※疾病入院特約（2001）の保険期間は、加入日からご加入者が保険年齢75歳になられた直後の契約応当日の前日までです。
※入院費用給付金、女性疾病給付金の保険期間は、1年間（2020年11月1日～2021年10月31日）で、以後、75歳まで毎年1年毎に更新します。
※一般財団法人公立学校共済組合友の会会員の間

健
康
づ
く
り
サ
ポ
ー
ト

各
制
度
の
お
取
扱
い
に
つ
い
て

9 10

CS6フォーマット2020/03/06作成CS6フォーマット2020/03/06作成



年金支払期間は、支払請求時に2～20年の中から選択いただきます。（定額型確定年金です）
年金支払開始後の配当金は、増加年金の買増に充当します。
保険金等の受取人です。なお、年金支払開始後は年金受取人の変更はできません。
支払期間中に年金受取人が死亡したときは、残存支払期間の未払年金現価をその相続人にお支払いいたします。
年金受取人へのお支払は、毎年1回、2回、4回受取りのいずれかです。
年金のお支払日は、年金支払月の応当日（15日）です。
年金支払開始後、年金受取人から残存支払期間分の一括払の申し出があった場合は、未払年金現価をお支払します。
無配当特定疾病保障定期保険（Ⅱ型）の主契約保険金の全部または一部。ただし、年金年額が、年１回払いのとき24
万円未満、年2回・4回払いのとき36万円未満の場合はお取扱いできません。

1．年金の種類と型
2．配当金
3．年金受取人

4．年金のお支払い

5．年金払の対象となる
保険金

年 金 払 （元気回復サポート保険のみ）

・この制度は、保険金の受取人が主約款の条項（保険金の支払方法の選択）に基づき、保険金の支払事由発生後に保険金の全部または一部について、一時金でのお支払いに代
えて年金支払をお選びいただくものです。この場合、保険金の全部または一部が新たにご契約いただく「年金保険」の一時払保険料に充当され、年金として支払われます。
なお、7大疾病保障特約およびがん・上皮内新生物保障特約もこの取扱いに準じます。
・年金額は「年金保険」ご契約時点の保険料率により計算されますので、記載の年金額は現時点で確定された金額ではありません。

元気回復サポート保険は一時金払の他に年金払が選択できます。

保険会社からのお願い・ご注意
＜給付金・保険金のご請求について＞
●給付金・保険金の支払事由が生じたときは、すみやかにご所属の団体（以下「保険契約者」といいます。）にご連絡のうえ、保険契約者を経由して引受会社にご請求
ください。
●給付金・保険金を請求する権利は、お支払事由が発生してから３年間ご請求が無いと、消滅しますのでご注意ください。
●ご請求があった場合で、引受会社が必要と認めたときには医療機関等へ事実の確認に伺う場合があります。
＜改姓、ご家族の異動、受取人の変更等について＞
●ご加入の本人・配偶者に被保険者としての資格がなくなった場合にはすみやかに保険契約者を経由して引受会社にご通知ください。
●被保険者の改姓や、死亡保険金受取人の変更等の場合には、すみやかに保険契約者を経由して引受会社にご通知ください。
●保険者の遺言により死亡保険金受取人を変更することはできません。
●死亡保険金受取人の変更は、保険契約者を経由して引受会社へご通知ください（変更内容はその通知が引受会社に到達したとき、保険契約者が通知を発信した日に遡っ
て効力を生じます）。ただし、その通知が引受会社に到達する前に変更前の受取人に保険金をお支払いした場合には、お支払後に変更後の受取人からご請求をうけて
も保険金をお支払いいたしません。

責任開始期（加入日）
2020年11月1日

申 込 締 切 日
2020年6月30日

（友の会ライフ保険（75歳型）・疾病入院特約（2001）・元気回復サポート保険　共通）

各制度のお取扱いについて 必ずお読みください。

（対象商品：入院費用給付金・女性疾病給付金）
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～入院費用給付金・女性疾病給付金～
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損－⑤　医療（上乗せ・支援）のみ　　契約・注意　19.10.01以降

契約概要【ご契約内容】

❶ お申込みの撤回（クーリング・オフ制度）
この保険は、ご加入のお申込みの撤回（クーリ
ング・オフ）の適用がありません。

❷ 告知義務・通知義務等
（１）お申込時にご注意いただきたいこと（申込書兼

告知書記載上の注意事項）
健康状態について
お申込時においては事実を正確に告知する義
務（告知義務）があります。その告知した内容
が事実と違っている場合には、ご契約のその
被保険者（保険の対象となる方）に対する部分
を解除し、保険金をお支払いできないことが
あります。特に、健康状態については十分ご
注意ください。

（２）お申込後にご注意いただきたいこと
被保険者による保険契約の解除請求について
入院費用給付金・女性疾病給付金では、被保
険者となることに同意した事情に著しい変更
等があった場合は、被保険者から保険契約の
解除請求をすることができますので、団体窓
口にご連絡ください。

❸ 責任開始期
保険責任は、保険期間（保険のご契約期間）の初
日の午前0時に始まります。

❹ 保険金をお支払いできない主な場合
■責任開始期前に発生した病気やケガを原因と

する場合は、告知いただいている内容に関わ
らず、原則として保険金をお支払いできませ
ん。

■上記を含め保険金をお支払いできない場合に
ついては、本パンフレットの該当ページをご
覧ください。

　入院費用給付金・女性疾病給付金

❹ 脱退による返れい金
この保険には、脱退による返れい金はありませ
ん。

❺ 引受損害保険会社
明治安田損害保険株式会社
本社：東京都千代田区神田司町2－11－1
電話番号：03－3257－3177（営業推進部）

注意喚起情報【特に重要なお知らせ】

※保険料は、毎回の更改時にご加入者数等に基
づき、ご契約ごとに算出し変更することがあ
ります。

※主な免責事由については、本パンフレットの
【注意喚起情報】❹ 保険金をお支払いできない
主な場合をご覧ください。

❸ 満期返れい金・配当金
この保険には、満期返れい金・配当金はありま
せん。

❶ 商品の仕組み
公立学校共済組合友の会の組合員の方を被保険
者とし、公立学校共済組合友の会を保険契約者
として運営する保険商品です。

❷ 加入資格・保険期間・補償内容・保険料・
保険金のお支払い（支払事由）
本パンフレットの該当ページをご覧ください。

契約概要・注意喚起情報【損害保険】
入院費用給付金・女性疾病給付金 （医療保険）

P15

意向確認【ご加入前のご確認】
ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、
特にご確認いただきたい事項を【契約概要】、
ご加入に際して特にご注意いただきたい事
項を【注意喚起情報】に記載していますので、
ご加入前に必ずお読みください。また、各
事項の詳細につきましては本パンフレット
の該当箇所を必ずご参照ください。ご加入
にあたっては、【契約概要】・【注意喚起情
報】および本パンフレットの内容とあわせ
て、補償内容・保険金額・保険料等がご意
向に沿った内容となっているか、ご確認の
うえお申込みください。

加入
資格制度名 補償内容

保険料
保険
期間

支払
事由

入院費用
給付金

P4

P10

P3

P14

女性疾病
給付金

P6 P5

次ページへ
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損－⑤　医療（上乗せ・支援）のみ　　契約・注意　19.10.01以降

❺ 保険会社破綻時等の取扱い
引受損害保険会社の経営が破綻した場合等にお
いて、この保険は契約者保護の仕組みである「損
害保険契約者保護機構」の補償対象となります。

❻ 事故が起こった場合等のご連絡先
保険金支払事由が生じた場合には、遅滞なく団
体窓口または引受損害保険会社にご連絡くださ
い。

❼ ご照会・ご相談窓口

制度内容等に関する照会・相談窓口

制度内容等に関するご照会・ご相談は、
「パンフレット」記載の団体窓口へお問い
合わせください。

引受損害保険会社の苦情・相談窓口

損害保険に関する苦情・相談等は、
下記にご連絡ください。
明治安田損害保険株式会社　お客さま相談室
0120－255－400
［フリーダイヤル（無料）］
【受付時間】午前9時～午後5時
（土、日、祝日および年末年始を除きます。）

一般社団法人 日本損害保険協会
そんぽＡＤＲセンター （指定紛争解決機関）

引受損害保険会社は、保険業法に基づく金
融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関
である一般社団法人日本損害保険協会と手
続実施基本契約を締結しています。引受損
害保険会社との間で問題を解決できない場
合には、一般社団法人日本損害保険協会に
解決の申立てを行うことができます。

一般社団法人日本損害保険協会
そんぽＡＤＲセンター
0570－022808［ナビダイヤル（有料）］
【受付時間】午前9時15分～午後5時
（土、日、祝日および年末年始を除きます。）
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会
のホームページをご覧ください。
（https://www.sonpo.or.jp/）

17

MEMO

18



一般財団法人 公立学校共済組合友の会事務局　TEL03-6272-3755
〒102-0076 東京都千代田区五番町5－1 JS市ヶ谷ビル4階

※【契約概要】【注意喚起情報】はＰ16～Ｐ17に記載しています｡ご加入前に必ずご確認のうえ、
　お申込みください。

請求相談センター

保険金等のご請求に関する照会は、こちらへ…

0120-660-998
月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）10：00～16：00（通年）受付

一般財団法人 公立学校共済組合友の会 一般財団法人 公立学校共済組合友の会 

「保険会社破綻時等の取扱いについて」
引受損害保険会社の経営が破綻した場合等において、この保険は契約者保護の仕組みである「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として
90％まで補償されます。

〔引受会社〕明治安田生命保険相互会社　公法人第一部法人営業第三部　〒107-0052　東京都港区赤坂2－14－27　TEL：03-3560-5843

〔引受損害保険会社〕明治安田損害保険株式会社　〒101-0048　東京都千代田区神田司町2－11－1　TEL：03-3257-3177

〔取 扱 代 理 店〕明治安田生命保険相互会社　TEL  03-3560-5843

　　　　　　　　　 株式会社若葉共済会　　　　TEL  03-6380-9501

この制度は生命保険会社と締結したリビング・ニーズ特約付、代理請求特約［Ｙ］付集団月掛扱無配当定期保険（Ⅱ型）契約、代理請求特約［Y］付疾病入院特約（2001）付リ
ビング・ニーズ特約付集団月掛扱無配当定期保険（Ⅱ型）契約に基づき運営します。
この制度は生命保険会社と締結した7大疾病保障特約付、がん・上皮内新生物保障特約付、リビング・ニーズ特約付、代理請求特約［Ｙ］付集団月掛扱無配当特定疾病保障定
期保険（Ⅱ型）契約に基づき運営します。
当社は相互会社であり、ご契約者が「社員」（構成員）として会社の運営に参加する仕組みとなっています。相互会社においては、剰余金の分配のある保険契約のご契
約者は社員となりますが、この保険契約は剰余金の分配のない契約ですので、この保険のご契約者は社員とはなりません。したがって、総代の選出に関する社員の権利等、
社員が有する権利はありません。

当該保険の運営にあたっては、契約者は加入対象者（被保険者）の個人情報＜氏名、性別、生年月日、健康状態等＞（以下、「個人情報」といいます。）
を取り扱い、契約者が保険契約を締結する生命保険会社（共同取扱会社を含みます。以下同じ。）へ提供いたします。契約者は、当該保険の運
営において入手する個人情報を、本保険の事務手続きのため使用いたします。生命保険会社は受領した個人情報を各種保険契約の引受け・継続・
維持管理、保険金・給付金等の支払い、子会社・関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理、その他
保険に関連・付随する業務のため使用（注）し、また、必要に応じて、契約者、他の生命保険会社および再保険会社に上記目的の範囲内で提供します。
なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き契約者および生命保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。
記載の引受保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社に提供されます。
（注）保健医療等の機微（センシティブ）情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に
利用目的が限定されています。
なお、事務幹事会社の個人情報の取扱いにつきましては、ホームページ(https://www.meijiyasuda.co.jp)をご参照ください。
　－死亡保険金受取人および指定代理請求者の指定に際しご留意ください－
指定された死亡保険金受取人、および指定代理請求者の個人情報については、上記の加入対象者（被保険者）の個人情報と同様に取扱われます
ので、お申込みにあたっては、死亡保険金受取人、および指定代理請求者にその旨をご説明いただき、個人情報の取扱いについての同意を取得
してください。

＜契約者と生命保険会社からのお知らせ＞［個人情報に関する取扱いについて］

この保険の運営にあたっては、契約者は加入対象者（被保険者）の個人情報＜氏名、性別、生年月日、健康状態等＞（以下、「個人情報」といいます。）
を取り扱い、契約者が保険契約を締結する引受損害保険会社（共同取扱会社を含みます。以下同じ。）へ提出いたします。契約者は、この保険
の運営において入手する個人情報を、本保険の事務手続きのため使用いたします。引受損害保険会社は受領した個人情報を各種保険契約の引受
け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、関連する会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理、その他保険に関連・
付随する業務のため利用（注）し、また、必要に応じて、契約者、明治安田生命保険相互会社、取扱代理店、他の損害保険会社および再保険会
社に上記目的の範囲内で提供します。なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き契約者および引受損害保険会社においてそれぞ
れ上記に準じ個人情報が取り扱われます。
記載の引受損害保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受損害保険会社に提供されます。
（注）保健医療等の機微（センシティブ）情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に
利用目的が限定されています。
なお、明治安田損害保険株式会社の個人情報の取扱いにつきましては、ホームページ（https://www.meijiyasuda-sonpo.co.jp/）をご参照ください。

＜契約者と引受損害保険会社からのお知らせ＞
（入院費用給付金・女性疾病給付金　共通）

2020年度より、新規の加入は出来ません2020年度より、新規の加入は出来ません

2020年度版2020年度版
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